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離
島
の
児
童
生
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沖
縄
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表
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第
10
回
定
例
会
で
可
決
さ
れ

た
意
見
書
等
の
要
旨
と
議
決

結
果
は
次
の
と
お
り
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
可
決
さ
れ
た
意
見

書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨

の
実
現
へ
向
け
た
速
や
か
な

対
応
を
求
め
る
た
め
、
関
係

省
庁
へ
送
付
し
て
お
り
ま
す
。

要
旨　

　

県
代
表
チ
ー
ム
に
選
出
さ
れ

る
と
、
沖
縄
本
島
で
行
わ
れ
る

合
同
練
習
に
数
カ
月
間
に
渡
り

参
加
し
、
多
額
の
費
用
が
掛
か

る
こ
と
を
理
由
に
、
代
表
候
補

の
段
階
で
辞
退
す
る
ケ
ー
ス
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

離
島
か
ら
沖
縄
県
代
表
と
し

て
活
躍
す
る
こ
と
は
島
の
誇
り

で
あ
り
、
そ
の
経
験
は
本
人
に

と
っ
て
も
今
後
の
人
生
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。
大
人
の
責
務
と

し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
経
験

す
る
、
そ
し
て
成
長
す
る
機

会
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

 

よ
っ
て
当
市
議
会
は
、
離
島

の
児
童
生
徒
が
金
銭
的
な
負

担
を
理
由
に
、
代
表
を
辞
退

す
る
こ
と
が
無
い
よ
う
、
沖

縄
県
代
表
と
な
っ
た
離
島
の

児
童
生
徒
へ
の
派
遣
費
用
の

補
助
を
検
討
し
て
頂
く
よ
う

強
く
要
請
い
た
し
ま
す
。

〇
提
出
先

　

沖
縄
北
方
対
策
担
当
大
臣
、

　

沖
縄
県
選
出
国
会
議
員
、
沖
縄

　

県
知
事
、
沖
縄
県
議
会
議
長
、

　

地
元
選
出
県
議
会
議
員

（
結
果
）
全
会
一
致
で
可
決

要
旨

　

新
た
な
行
政
標
柱
が
作
成
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
市
当
局
は

令
和
3
年
9
月
3
日
に
行
政
標

柱
設
置
の
た
め
の
上
陸
申
請
を

総
務
省
に
対
し
行
っ
た
が
、
令

（
結
果
）
賛
成
多
数
で
可
決

〇
提
出
先

　

内
閣
総
理
大
臣
、
内
閣
官
房
長

　

官
、
外
務
大
臣
、
国
土
交
通
大

　

臣
、
沖
縄
及
び
北
方
対
策
担
当

　

大
臣
、
海
上
保
安
庁
長
官
、

　

沖
縄
県
選
出
国
会
議
員

石
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設
設
置
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関
す
る
意
見
書

　
　
　
　
　
　

石
垣
市
へ
の
障
害
児
入
所

　
施
設
設
置
に
関
す
る
意
見
書

　

要
旨

　

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
障
害

児
入
所
支
援
に
は
、
日
常
生
活

の
指
導
等
自
立
に
必
要
な
知
識

技
能
を
身
に
つ
け
る
福
祉
型
障

害
児
入
所
施
設
と
、
入
所
し
日

常
生
活
の
指
導
等
の
他
に
治
療

を
行
う
医
療
型
障
害
児
入
所
施

設
が
あ
る
。

　

沖
縄
県
内
に
は
福
祉
型
障
害

児
入
所
施
設
が
４
か
所
、
医
療

型
障
害
児
入
所
施
設
が
４
か
所

あ
る
が
、
八
重
山
圏
域
に
は
設

置
さ
れ
て
い
な
い
。
障
害
の
あ

る
児
童
の
保
護
者
か
ら
は
、
安

心
し
て
安
定
し
た
環
境
で
療
育

や
子
育
て
を
行
う
た
め
に
も
、

市
内
に
お
い
て
障
害
児
入
所
施

設
の
設
置
を
求
め
る
声
も
あ
り
、

　

ま
た
、
生
活
圏
が
沖
縄
本
島

と
は
こ
と
な
る
地
理
的
事
情
か

ら
も
、
同
施
設
設
置
は
「
市
民

の
一
人
ひ
と
り
が
輝
く
」
共
生

社
会
を
目
指
す
本
市
に
お
い
て
、

必
要
不
可
欠
な
施
設
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
当
市
議
会
は
沖
縄
県

に
、
地
域
の
実
情
・
ニ
ー
ズ
を

的
確
に
把
握
し
障
害
児
入
所
施

設
の
石
垣
市
へ
の
設
置
を
強
く

求
め
る
。

和
3
年
9
月
28
日
付
け
の
回
答

に
お
い
て
「
政
府
関
係
者
を
除

き
何
人
も
尖
閣
諸
島
へ
の
上
陸

を
認
め
な
い
」
と
い
う
方
針
を

当
局
に
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
石
垣
市
議
会
は
じ

め
石
垣
市
当
局
の
手
で
標
柱
設

置
を
行
う
の
が
当
然
の
行
政
手

続
だ
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
当

市
議
会
は
、
国
に
対
し
、
尖
閣

諸
島
に
標
柱
を
設
置
す
る
た

め
の
上
陸
を
許
可
す
る
よ
う

強
く
求
め
る
。
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石
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要
旨

　

本
条
例
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る

市
民
等
の
人
権
を
擁
護
す
る

た
め
、
市
、
市
民
及
び
事
業

者
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
り
、
感
染
症
に

係
る
市
民
等
に
対
す
る
人
権

の
侵
害
を
未
然
に
防
止
す
る

と
と
も
に
、
人
権
の
侵
害
に

よ
る
被
害
か
ら
の
迅
速
か
つ

適
切
な
救
済
を
図
り
、
も
っ

て
感
染
症
に
係
る
市
民
等
が

安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
。

　

第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で

の
全
八
ヶ
条
と
附
則
で
構
成

さ
れ
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

〇
提
出
先

　

沖
縄
県
知
事
、
沖
縄
県
議
会
議

　

長
、
地
元
選
出
県
議
会
議
員

（
結
果
）
全
会
一
致
で
可
決

（
結
果
）
全
会
一
致
で
可
決


